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綾部市保育の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月９日 

綾部市長 四 方 源太郎  

綾部市規則第１号 

綾部市保育の実施に関する規則の一部を改正する規則 

綾部市保育の実施に関する規則（平成２６年綾部市規則第３６号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「綾部市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年綾部市規則第３５号）に

規定する」を削る。 

第３条第１項中「保育所入所承諾書（様式第１号）」を「施設利用承諾通知書」に改 

め、同条第２項中「保育所入所保留通知書（様式第２号）」を「施設利用保留通知書」に

改める。 

第４条第２項中「保育の実施解除通知書（様式第３号）」を「保育実施解除通知書」に

改める。 

 様式第１号から様式第３号までを削る。 

附 則 

この規則は、令和８年２月９日から施行する。 

規　則

1



綾部市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月９日 

綾部市長 四 方 源太郎  

綾部市規則第２号 

綾部市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

綾部市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年綾部市規則第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「。以下「法」という。」を削る。 

第３条から第５条までを削り、第６条を第３条とする。 

第６条の２から第１２条までを削る。 

第１３条中「前２条」を「府令第２９条、府令第３１条、府令第３９条又は府令第４０

条」に改め、「（様式第１１号）」を削り、同条を第４条とし、第１４条を第５条とす 

る。 

様式第１号から様式第１１号までを削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年２月９日から施行する。 

規　則

2



 綾部市立病院職員宿舎等管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月２４日 

綾部市長 四 方 源太郎  

綾部市規則第３号 

綾部市立病院職員宿舎等管理規則の一部を改正する規則 

綾部市立病院職員宿舎等管理規則（平成２年綾部市規則第３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表綾部市立病院青野西寮の項、綾部市立病院桜が丘宿舎Ａの項及び綾部市立病院桜が

丘宿舎Ｂの項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年３月２４日から施行する。ただし、別表綾部市立病院青野西寮の

項を削る改正規定は、同年４月１日から施行する。 

規　則

3



綾部市告示第１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条の規定に基づき、令和８年３月 

２日綾部市議会定例会を綾部市に招集する。 

  令和８年２月２０日 

綾部市長 四 方 源太郎  

告　示

4



綾部市告示第１２号 

綾部市満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱（令和元年

綾部市告示第２１３号）の一部を次のように改正する。 

令和８年２月２７日 

綾部市長 四 方 源太郎 

第５条に次のただし書を加える。 

ただし、設置者又は事業者が他の市町村である場合は、市が助成すべき額を教育・保

育給付認定保護者に対し、直接支払うことができるものとする。 

第６条（見出しを含む。）中「施設等」の次に「又は教育・保育給付認定保護者」を加

える。 

附 則 

この告示は、令和８年２月２７日から施行する。 

告　示

5



綾部市告示第１３号 

綾部市放課後等デイサービス事業運営要綱（令和７年綾部市告示第２０号）の一部を次

のように改正する。 

令和８年３月２日 

綾部市長 四 方 源太郎  

 第７条第２項中「午前１１時から午後６時３０分」を「午後１時から午後６時３０分」

に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、学校の休業日においては、午後０時３０分から午後６時３０分までとする。 

第７条第３項中「午後２時」を「午後４時」に、「午後０時３０分」を「午後１時３０ 

分」に改める。 

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

告　示

6



綾部市告示第１４号 

綾部市児童発達支援事業運営要綱（令和７年綾部市告示第１８号）の一部を次のように

改正する。 

令和８年３月２日 

綾部市長 四 方 源太郎  

 第７条の見出し中「実施時間」を「開設時間等」に改め、同条第３項中「前２項」を「前

３項」に改め、「実施日」の次に「、開設時間」を加え、同項を同条第４項とし、同条第 

２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 事業所の開設時間は、午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後３時３０分

までとする。 

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

告　示

7



綾部市告示第１５号 

綾部市保育所等訪問支援事業運営要綱（令和７年綾部市告示第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

令和８年３月２日 

綾部市長 四 方 源太郎  

 第７条の見出し中「実施時間」を「開設時間等」に改め、同条第２項中「事業」を「事

業所の開設時間及び事業」に改め、「午前８時３０分から」の次に「正午まで及び午後１ 

時から」を加え、同条第３項中「実施日」の次に「、開設時間」を加える。 

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

告　示

8



綾部市告示第１６号 

綾部市指名競争入札における業者の指名停止等措置要綱（平成２５年綾部市告示第４７

号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月２日 

綾部市長 四 方 源太郎  

 第４条第６項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条の４の規定による課徴金減免制度が適用さ

れ」を「次の各号のいずれかに該当し」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。）第７条の４の規定による課徴金減免制度が適用されたと

き。 

（２）独占禁止法第７条の４の規定による課徴金減免制度に基づく報告を行ったが、算出 

  された課徴金の額が１００万円未満であったため、同法第７条の２第１項ただし書に

より課徴金納付命令の対象とならなかったとき。 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

告　示

9



綾部市公告第１０号

  森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の６第２項の規定により綾部市森林整

備計画を樹立したいので、同法第１０条の６第４項において準用する同法第６条第１項

及び第１０条の５第７項の規定により次のとおり公告し、当該計画の案を縦覧に供する。

  なお、当該計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、綾部市長に対

し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができる。

令和８年２月５日

                       綾部市長 四 方 源太郎

１ 縦覧場所 

綾部市役所農林商工部林政課

２ 縦覧期間

   令和８年２月９日から令和８年３月４日まで

公　告

10



綾部市公告第１１号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８

条第１項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画について認可したので、

同条第７項の規定により公告する。 

令和８年２月１０日 

綾部市長 四 方 源太郎 

公　告

11



綾部市公告第１２号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８

条第１項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画について認可したので、

同条第７項の規定により公告する。 

令和８年２月１０日 

綾部市長 四 方 源太郎 

公　告

12



綾部市公告第１３号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８

条第１項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画について認可したので、

同条第７項の規定により公告する。 

令和８年２月１０日 

綾部市長 四 方 源太郎 

公　告

13



綾部市公告第１４号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８

条第１項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画について認可したので、

同条第７項の規定により公告する。 

令和８年２月１０日 

綾部市長 四 方 源太郎 

公　告

14



綾部市公告第１５号

 綾部都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第４条の規定により、令和７年度に

受益者負担金を賦課しようとする区域について、次のとおり公告する。

 なお、賦課対象区域図は、綾部市上下水道部下水道課において一般の縦覧に供する。

 令和８年２月１２日

                       綾部市長 四 方 源太郎

 １ 賦課対象区域

   延町、多田町の一部

 ２ 賦課対象区域図    別図のとおり  

公　告

15



公　告

16



綾部市公告第１７号

 次の書類は、送達を受けるべき者への送達が困難であるため、綾部市市民環境部市民・国保課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。

 ここに、地方税法第２０条の２の規定により公告する。

  令和８年２月１７日

                           綾部市長 四 方 源太郎

  （以下掲示済）

公　告

17



綾部市公告第１８号

 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。

 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。

  令和８年２月１８日

                           綾部市長 四 方 源太郎

（以下掲示済） 

公　告

18



綾部市公告第１９号 

綾部市下水道排水設備指定業者規程第１３条第１項第１号に基づく指定業者を次により公表し

ます。 

令和８年２月２７日 

   綾部市長 四方 源太郎    

１ 新たに指定する業者 

事 業 所 名 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

マルヤマテック株式会社 丸山 隆司 福知山市字池部４４－２ 令和８年３月１日

指定申請内容 

指定番号 事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所   在   地 
技術 

者数

２３１ マルヤマテック株式会社 丸山 隆司 福知山市字池部４４－２ １ 

公　告

19



綾部市公告第２０号

 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。

 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。

  令和８年２月２７日

                           綾部市長 四 方 源太郎

（以下掲示済） 

公　告

20



綾部市公告第２１号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８

条第１項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画について認可したので、

同条第７項の規定により公告する。 

令和８年３月２日 

綾部市長  四 方 源太郎 

公　告

21



綾部市教育委員会告示第２号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定に

より、令和７年度第１１回綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和８年２月１６日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 小 林  治     

１ 日  時   令和８年２月２０日（金）午前９時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項 

 議第１号 管理職人事について 

議第２号 綾部市共同集会所等の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  議第３号 綾部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

改正について 

議第４号 令和８年度綾部市一般会計予算について 

議第５号 令和７年度綾部市一般会計補正予算（第８号）について 

教育委員会告示

22



綾部市選挙管理委員会告示第５３号 

令和８年３月定時登録において、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項

の規定により選挙人名簿の登録の日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第１４条第１項の規定により告示する。 

令和８年２月２５日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

選挙人名簿の登録の日 令和８年３月２日 

選挙管理委員会告示

23



綾部市選挙管理委員会告示第５４号 

綾部市条例の制定又は改廃の請求及び綾部市の事務の執行に関する監査の請求並びに合 

併協議会設置の請求に要する選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数は、 

次のとおりである。 

令和８年３月２日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

５２０人 

選挙管理委員会告示

24



綾部市選挙管理委員会告示第５５号 

綾部市議会の解散の請求並びに綾部市の議会議員、市長、副市長、選挙管理委員、監査 

委員及び教育委員会の委員の解職の請求に要する選挙人名簿に登録されている者の総数の 

３分の１の数は、次のとおりである。 

令和８年３月２日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

８，６６３人 

選挙管理委員会告示
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綾部市選挙管理委員会告示第５６号 

合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する選挙人名簿に登録され 

ている者の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和８年３月２日 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

４，３３２人 

選挙管理委員会告示
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